
敷敷地地内内全全面面禁禁煙煙でですす  

◎皆様の健康を守る立場から 
 

当院は、健康増進法第２５条の定めによる受動喫煙防止の

ため、 「敷地内全面禁煙」 としております。 

来院や入院される皆様には、禁煙（非燃焼・加熱式たばこを

含む）にご理解ご協力をお願い申し上げます。 

▶病院敷地内で喫煙者を発見した場合は、お声かけします。 

 

〘受動喫煙による害〙 

●他人のたばこの煙を吸うだけで喫煙者と同じ病気のリスクに加え、妊婦 

や子供も害を受けます。 

・・・肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群、子供の喘息既往、 

低出生体重、胎児発育遅延など 

●たばこの煙には発がん性物質が７０種類以上含まれています。 

●たばこの臭いは嗅いだだけでも健康被害を受けます 
参考：厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」（2016年） 

  

禁煙治療をはじめませんか!？ 

あなたのやる気を支援します！ 
 

●●●禁煙外来のご案内●●● 
 

診療日：予約制（月～金）／診療時間：１４時３０分～１６時３０分 

まずはご予約を・・☎099-223-3238 受付でもお受けいたします 

♦一定の要件を満たせば禁煙治療は保険が適用されます♦ 
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